

資料編

この資料編は、現地災害対策本部マニュアル等の雛形を提示したもので、各地域において実情に合うものへ変更し、ご活用するようお願いいたします。
Ⅰ．ＬＰガス現地災害対策本部マニュアル（雛形）～具体的な連絡先等を記入、内容を検討の上ご活用ください。
Ⅱ．参考：ＬＰガスの調達に関する協定書～この協定書は県と県協会（支部・防災拠点事業所も含む）が協定を締結する場合のものです。支部・防災拠点事業所単位で市町村と協定を締結する場合は、必要な変更を加えご活用ください。
Ⅲ．広報文例～主に既往災害時に使用した広報文例を掲載しました。予め、各種災害時の広報文を準備するため活用ください。

Ⅳ．参考：県エルピーガス協会と防災拠点事業所との覚書～防災拠点事業所を設置・指定する際に、県協会と事業者の間の取り決めを提示したものです。
Ⅰ．ＬＰガス現地災害対策本部マニュアル（雛形）

災害対策の流れ
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· 緊急措置（48時間以内程度の活動）：発災直後のＬＰガスによる二次災害防止措置
· 応急措置（2週間以内程度の活動）：ＬＰガス関連設備を使用可能とするための点検・復旧

· ＬＰガス供給：避難所等へのＬＰガス供給
１．初動期の活動
震災直後においては、災害対応組織を立ち上げるとともに、おおまかな被害状況を把握し、被災地の対応だけでは困難な被害の場合、直ちに応援要請を行う。また、人命の安全確保を最重視し、二次災害の防止及びそれに必要な各緊急措置を実施する。

注：津波被害が予想される地域においては、予め指定された避難施設への緊急避難を最優先する。なお、津波到達時間に余裕がある場合に限り、最小限の安全措置を実施後、直ちに避難行動をとる。







（１）現地災害対策本部の設置及び動員
災害時の初動においては、初動体制の成否が二次災害の防止等その後の災害対応に大きく影響するため、自治体、消防本部等防災関係機関の連携・協力の上、地域の総力を持って災害応急対策を実施する。
《例：地震の場合の活動体制の流れ》
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（２）現地災害対策本部の設置基準（例）
このマニュアルに基づき、次に示す発令基準の場合は、防災拠点事業所に現地災害対策本部を設置する。（休日・夜間等の勤務時間外に災害が発生した場合も同様。）

■現地災害対策本部の設置・発令基準・配備体制（例）　　　　　　　

	現地災害対策本部

設置・発令基準
	組織及び配備体制決定方法

（伝達方法）
	配備要員
	災害対策活動

	震度５弱以上の地震が発生
	自動設置
自動配備
	全職員


	情報収集・連絡

緊急措置活動

応急措置活動

ＬＰガス供給

	東海地震警戒宣言発令時（東海地震地域）
	
	
	

	風水害等の激甚な災害が
発生した場合
	当該組織長の判断により設置
緊急連絡網により伝達
	
	

	当該組織長が発令
	
	
	


※震災時等の通信途絶に備え、震度階など想定できるケースに応じ、災害対策組織の設置基準・配備体制（自動決定）を予め定めておく。

（３）現地災害対策本部等の職務（例）
現地災害対策本部は、次の災害応急対策を実施する。

	災害対策組織
	班
	職　　　　　務

	現地災害対策本部
(防災拠点事業所)
	連絡班

広報班
	· 県ＬＰガス災害対策本部への連絡・応援要請、会員との連絡調整

· 市町村災害対策本部、消防本部、警察署、防災関係機関との連絡調整

· ＬＰガス消費者への相談及び広報活動

	
	情報収集班
	· 会員からの被害状況の収集、現地調査の実施・報告

· 避難所の開設、交通規制等被災地に関する情報の入手

· 避難所等のＬＰガス緊急支援物資量の収集・報告

· 復旧状況の収集・報告

	
	応急対策班
	· 現場作業の総合調整

· 緊急措置、応急措置の指揮・調整

· ＬＰガス緊急支援物資等の要請・受入れ

· 他地域からの応援要員の受入れ・指揮

· 避難所等へのＬＰガス供給活動

	会員（販売店、充てん所、配送センター）


	· 自社施設の緊急措置、職員（家族）安否確認、救護

· 近隣火災等への応援協力（自施設の防御）

· 顧客被害、周辺被災状況の把握、現地災害対策本部への応援要請

· 顧客施設の緊急措置

	
	上記が終了次第、現地災害対策本部へ参集し、ＬＰガス業界の一体活動として、緊急措置、応急措置、ＬＰガス供給活動を実施する。


※急を要する連絡・災害応急活動は、独自判断により各レベルにおいて臨機に対応する。（実施事項については関係組織に連絡をする）

■職務・権限の代行
	①　本部長は組織長があたり、本部長不在時、又は本部長に事故があるときは、災害対策要綱等の規程により副本部長が代行する。

②　本部長、各班長の代行は、あらかじめ指定されている順位のものがあたるが、参集職員・会員の状況により臨機に代行する。


（４）初動期の情報連絡の確立、被害情報の収集・報告、応援要請

被害が生じる災害が発生した場合は、被災地の各現地災害対策本部、会員は指示を待つことなく、被災状況を収集し、上位組織へ報告する。

①　情報連絡体制の確立
緊急通信が必要な場合、一次的には加入電話・ｆａｘ、携帯電話、インターネット等により通信を確保する。また、停電時の自己電源への切り替え、支障が生じた業務無線設備の復旧を行う。

	ふくそうなどにより利用が制限される場合
	予めNTTから指定を受けている災害時優先電話がある場合は、「非常（緊急）通話」の取扱いを受け、通信連絡を行う。

	
	１７１の利用（災害用伝言ダイヤル）



	電話網途絶の場合
	業務無線または、バイク、自転車を用いた伝令により通信連絡を行う。

	
	自治体から貸与されている防災行政無線等がある場合、有効活用する。


②　被害状況の収集・概要報告、応援要請
地震発生後、緊急の安全措置を図りつつ近隣の被害状況を把握し、報告の時間的余裕がある場合は、早期に現地災害対策本部（または支部本部）に概要を報告する。

なお、現地災害対策本部に報告できない場合にあっては、一時的に報告先を県エルピーガス協会災害対策本部等に変更する。

また、この時点で、対応が困難な災害と判断した時は、速やかに応援要請を行う。

	収集・報告する情報
	· 自事業所の被災状況

· 地域の被災状況（付近建物の被災、火災の発生、道路の損壊等）

· 顧客の被災状況

	参集時の情報収集
	職員は地震発生後に事務所に参集してくるまでの経路で被災状況を把握する。

	応援要請の判断
	上記被害状況から、自地域において対応が不可能と判断した場合


（５）地震発生直後の広報

地震発生直後のＬＰガス消費者（自主防災組織、消防団を含む）への速やかな広報は、二次災害防止等を図るうえで重要であることから、現地災害対策本部等は市町村災害対策本部・消防署・消防団と協力のうえ防災行政無線・広報車等による広報活動を実施する。なお、広報内容は簡潔で誤解を招かない表現に努める。

また、都道府県協会災害対策本部は、報道機関への放送要請を実施する。

	地震発生直後の広報（即時）


	· 火気の始末の呼びかけ（使用厳禁）

· メーターガス栓・容器バルブ閉止の呼びかけ（余震への備え、危険のない範囲での容器転倒やガス漏れの際の自己措置）

	数分後
	· 異状があった場合のＬＰガス販売事業者への連絡

· 避難の際の安全措置の呼びかけ（可能な範囲でのメーターガス栓・容器バルブ閉止）

	短期の避難勧告解除の際
	ＬＰガス使用再開に際しての措置（ＬＰガス販売事業者による緊急点検を受けること）


※津波警報等の際は、避難が優先されるため、広報を自粛する。
（６）緊急措置（二次災害防止措置）

災害時には、家屋そのものが損壊・倒壊し、配管の破損、燃焼器具の損傷、容器の転倒や損傷、流出等が想定される。また、余震により作業の危険が想定され、十分留意し緊急措置を実施する。

①　緊急措置の内容

· 現地災害対策本部及び会員は、発災直後のＬＰガスの二次災害を防止するため、容器の回収が必要となる場合や、ガス漏えいに対処する警戒区域の設定、避難誘導等の措置が必要となる場合は、現場の市町村職員・消防職員・消防団員・警察官等と協力（指示を受け）し、地域の防災関係機関の一員として安全対策を実施する。

· 自主防災組織、消防団などの協力を得て、元バルブの閉栓を早期に完了する。

· 初期点検は発災後、おおむね48時間程度の活動として、ＬＰガス容器等の確認作業（元バルブの閉栓、転倒容器の復帰、安全な場所への容器移動）を実施する。

· 緊急時に必要とされる病院等公共性の高い施設及び大規模な容器置場等の点検を優先する。

· 初期点検は、要員の安全を十分留意し実施する。夜間等の作業にあたっては特に注意する。

· 自社周辺の緊急措置の実施状況を現地災害対策本部へ報告する。

②　緊急措置の作業要領

· 自社周辺の緊急措置が完了したら、現地災害対策本部に参集し、予め定めてある点検エリアについて、指示のもとに点検作業を実施する。

· 一斉点検作業は、現地災害対策本部の指揮のもとに複数の作業班を編成し、ローラー作戦で実施する。

· 点検により停止した設備には「使用不可能」と記載したステッカー等を容器バルブに貼付する。

· 倒壊家屋の下の容器の撤去等、危険と判断される場合は撤去を見合わせる。

· 付近の火災発生により延焼が拡大し、消防署等から要請があった場合は、撤去可能な容器に限り安全な場所に移動する。

③　緊急点検時に必要な主な資機材等

	主な資機材
	a. ガス検知器

b. 発泡液

c. 漏洩試験用具（ マノメータ、自記圧力計等）

d. 貼付用ステッカー（ 「使用可能」・「使用不可能」）

e. 工具類（ スパナ等軽微なもの）

　　　　　　　　　　　　　　　　など

	地図類
	地区内の住宅地図、避難所等の重要施設・充てん所等の位置図


④　被害状況の集約
	情報の集約

	現地災害対策本部は、作業班から収集した点検状況等の情報、道路の被災・渋滞状況など応援受入れ情報、避難所開設状況などを集約する。また、必要に応じて被害分布図等を作成する。急傾斜地等二次災害危険状況

	被害情報等の整理
	取りまとめた情報を可能な限り整理し、県協会災害対策本部や関係機関からの求めに応じて速やかに報告できるよう準備する。


２．応急措置
緊急措置の終了後、ガス使用が可能な状態に復帰するため、応援隊の協力、組織的な活動により応急措置を実施する。なお、発災後３日以降程度の時期は、交通の途絶・交通規制などで作業の困難や、避難所から自宅へ帰る被災者の増大への対応などが想定されるが、避難生活の早期終了のためにも、可能な限り速やかに作業が終了するよう努める。

また、同時期に、避難所へのＬＰガスの供給を開始し、被災者支援を図るため、自治体災害対策本部等との緊密な連絡の上、ＬＰガス容器の搬送・機器設置を進める。

（１）応急措置

· ＬＰガス関連設備の点検を行い、ガスの使用を可能な状態にする。

· 緊急措置終了後から、おおむね2週間程度を目途に「在宅者」を対象に実施する。

· 避難勧告が解除され次第、該当地区の点検を実施する。

· 点検調査方法は原則として

1 配管設備の漏えい試験・高圧部点検

2 炊事用コンロの点火テスト

3 その他燃焼機器の外観検査及び点火テスト

4 点検調査を行なったところは、調査済みステッカーを添付する。

（２）応急措置の活動

· 作業は、現地災害対策本部の指揮のもとに、会員及び応援隊を含む複数の作業班を編成して一斉点検を実施する。

· 応援隊は、既に組織されている作業班と連動し、現地災害対策本部の指揮下で作業に従事する。

· 点検結果・進捗状況の定期報告及び集計の上、県ＬＰガス災害対策本部へ報告する。

（３）応急措置時に必要な主な資機材等

	点検用の主な資機材
	a. ガス検知器　　b. ボーリングバー

c. 気密試験用具　d. 配管用資材

e. 工具類　　　　f. ステッカー　　など

	容器回収用資機材


	a. ジャッキ（車両用のものでも可）

b. チェンソ又はノコギリ

c. ロープ　　　　d. バール　　　　　など

	地図類
	地区内の住宅地図、避難所等の重要施設・充てん所等の位置図


（４）避難所等へのＬＰガス供給の要請

· 避難所等へのＬＰガス供給は原則として「災害救助に必要な物資の調達に関する協定」等に基づき、県・市町村災害対策本部から、県ＬＰガス災害対策本部に対する要請を受け実施する。

（５）避難所等へのＬＰガス供給の方法

· 避難所等へのＬＰガス供給は県・市町村災害対策本部と協議し、直接避難所等の供給場所か、その他の場所等指示に基づき輸送する。

· 県・市町村災害対策本部からのＬＰガス供給の要請に対しては、供給できる最大限の量を供給するよう努める。

· 容器設置にあたっては、転倒防止対策をした上で、ゴムホース、調整器等を用いて施工する。

■非常通報連絡リスト（例）

	非常通報連絡先
	電話番号
	ＦＡＸ
	携帯電話番号
	無線等

	市町村災害対策本部
	
	
	
	

	消防署
	
	
	
	

	消防団
	
	
	
	

	警察署
	
	
	
	

	海上保安署
	
	
	
	

	県災害対策本部
	
	
	
	

	報道機関
	
	
	
	

	県エルピーガス協会
災害対策本部
	
	
	
	

	全卸協県支部災害対策本部
	
	
	
	

	県エルピーガス協会
○○支部
	
	
	
	

	○○地区
防災拠点事業所
	
	
	
	

	○○地区
防災拠点事業所
	
	
	
	

	○○地区
防災拠点事業所
	
	
	
	

	保安センター
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


■会員連絡リスト（例）

	連絡先
	電話番号
	ＦＡＸ
	携帯電話番号
	無線等

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


■関係機関等連絡リスト（例）

	連絡先
	電話番号
	ＦＡＸ
	携帯電話番号
	無線等

	災害拠点病院
	
	
	
	

	避難所
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


■被害状況報告（概要）（例）
	被害状況報告（第1報）

	発信者
	○○地区現地災害対策本部　

	日時
	

	被害状況

	事業所の被害状況


	人的被害：

事業所施設の被害：



	地域の概括的被災状況
	付近建物の被災：

道路の損壊：



	顧客の概括的被災状況
	

	応援の要否

	応援の要否
	

	応援してほしい内容
	


■ＬＰガス緊急点検報告（概要）(例)
	ＬＰガス緊急点検報告

	発信者
	○○地区現地災害対策本部　

	日時
	

	点検状況

	顧　客　戸　数
	　



	点検済み戸数
	

	不適戸数（上記のうちの不適戸数）
	

	不在による点検不能戸数
	

	容器引き上げ戸数
	

	特記事項

	


■ＬＰガス点検・調査表（例）
	お客さま名
	

	点検者
	○○地区現地災害対策本部　

	日時
	

	供給設備点検項目
	適合区分
	措置内容

	外観（供給管、低圧ゴムホース等）
	適・否
	

	転倒防止チェーン
	適・否
	

	ガス漏れ有無（石鹸水、検知器）
	適・否
	

	マイコンメーター表示ランプ点灯の有無
	適・否
	

	ガス量のチェック


	適・否
	

	消費設備点検項目
	適合区分
	措置内容

	漏えいの有無
	適・否
	

	燃焼器具の状況

（コンロ、湯沸かし器、風呂釜など）
	適・否
	

	ガス漏れ警報機の電源
	適・否
	

	給排気孔の閉塞
	適・否
	

	
	適・否
	

	特記事項

	


■ＬＰガス応急措置等進捗状況報告(例)
	ＬＰガス緊急点検報告

	発信者
	○○地区現地災害対策本部　

	日時
	

	応急措置進捗状況

	顧客戸数
	　



	点検済み戸数
	

	不在による点検不能戸数
	

	工事実施済み戸数


	

	工事不能戸数


	

	完全復旧までに要する日数
	

	避難所等ＬＰガス応急供給状況

	ＬＰガスを応急供給した避難所数
	

	上記の措置内容

（内容、数量等）
	

	特記事項

	


Ⅱ．参考：ＬＰガスの調達に関する協定書

○○県(以下「甲」という。)と社団法人○○県エルピーガス協会(以下「乙」という。)とは、県内に地震、風水害その他による災害が発生し又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)の緊急用ＬＰガスの調達について、協定を締結する。

(趣旨)

第1条　この協定は、災害時における緊急用ＬＰガスの調達について、甲の要請に対する乙の協力に関して、必要な事項を定めるものとする。

（協力体制の確保）

第１条　災害時に必要なＬＰガスの調達及び安定供給を行うため、甲は、乙に対して情報の提供及び必要な要請を行い、乙は、それを受けて乙の支部・防災拠点事業所（以下「支部」という。）に対して必要な指導を行うものとする。

２　甲は、市町村と乙の支部とが災害時のＬＰガスの調達及び安定供給に関する協定等を締結する場合に必要な協力を行い、乙は、支部に対して同協定の締結を指導するものとする。

(ＬＰガスの範囲)

第2条　この協定の対象となる緊急用ＬＰガスは、容器、カセットコンロ、燃焼機器等ＬＰガスを燃料として使用するために必要な器具を含むものとする。

(要綱)

第3条　甲は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、乙に対し、緊急用ＬＰガスの供給を要請することができるものとする。

(1)○○県において災害が発生し、市町村からＬＰガスの調達のあっせんを求められたとき又は自ら調達の必要を認めたとき。

(2)○○県外の災害に関し、国又は関係都道府県からＬＰガスの調達のあっせんを求められたとき。

2　前項の要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急の場合で文書によることができないときは、口頭で要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。

(要請に基づく乙の措置)

第4条　乙は、前条の要請を受けたときは、その要請事項を実施するために、速やかに措置するとともに、その措置事項を甲に連絡するものとする。

(搬送及び引渡し)

第5条　乙は、緊急用ＬＰガスの搬送及び引渡しについては、甲の指示に従うものとする。

2　緊急用ＬＰガスの搬送は原則として乙が行うものとし、甲の指定する場所で甲が指定する者の確認を受けた上、甲が指定する者に引き渡すものとする。

(価格)

第6条　乙が応急活動に要した費用（器具設置、接続を含む）は、甲が負担する。

2　前項の費用は、災害発生直前における適正な価格を基準として、甲、乙協議のうえ決定するものとする。

(代金の支払)

第7条　乙が供給した緊急用ＬＰガスの代金の支払方法等は、甲と乙との協議によるものとし、甲は、その支払に責任を負うものとする。

(現有数量の把握)

第8条　乙は、毎年　月　日現在の供給可能なＬＰガスの数量を把握しておくものとする。

（防災意識の向上）

第９条　乙は、協会活動を通じて、日常的にＬＰガスの備蓄、緊急時対応設備の整備等会員の防災意識の向上に努め、甲は、乙に対して必要な協力を行うものとする。

(協議事項)

第10条　この協定に定める事項に疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項で必要が生じたときは、甲乙協議の上定めるものとする。

(有効期間)

第11条　この協定は、平成　年　月　日から効力を有するものとする。

この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。

　

Ⅲ．広報文例

（１）　地震発生直後　（作成：静岡県プロパンガス協会）
こちらはプロパンガス協会（○○支部）です。

ただいまの地震で、お客様の周りでガスの臭いがしたら、火の使用を、すぐやめて、ガス栓や容器のバルブを閉めてください。

ガス漏れの恐れがありますから、販売店や保安機関の点検を受けて、安全を確認してから、ご使用ください。

（２）　地震発生翌日（作成：新潟県エルピーガス協会）
昨日の、大規模地震において、ご家庭のＬＰガス設備に破損等の危険性がある場合がございます。

そのままのご利用は避けてください。お使いの場合はお取引のガス販売店にご連絡いただき、点検を受けてからガスをご利用下さるようお願いします。

（３）　初期点検時　（作成：静岡県プロパンガス協会）
こちらはプロパンガス協会（○○支部）です。

ただいま、○○地区を、プロパン協会の緊急点検班が、各お宅にお伺いして、調査・点検を行っておりますので、調査・点検を受けて、安全を確認してから、ガスをご使用ください。

（４）　メーター遮断と復帰周知　（作成：高知県エルピーガス協会）　

ＬＰガス（プロパンガス）をご利用のお客様へ

大きな地震の後や水に浸かったＬＰガス器具を使う前には、販売店の点検を受けてください。

設備や器具に被害ない状態で、ガスが出ない場合にはマイコンメーターが地震や異状を感知してガスを遮断していますので、ご使用になるときはメーターの説明に従い復帰ボタンを押してください。

メーターが安全確認をし、異常がなければご使用いただけます。再度遮断したときは、販売店に連絡し点検を受けてからご使用ください。

連絡先はボンベやメーターに記載してあります。

（５）避難所からの帰宅時（作成：新潟県エルピーガス協会）
このたびの、大規模地震において、ご家庭のＬＰガス設備に破損等の恐れがあります。そのままのご利用は避け、お使いになる場合はお取引のガス販売店にご連絡いただき、点検を受けてからガスをご利用下さるようお願いします。

なお、マイコンメーターでガスの遮断をしている場合があります。

復帰方法はご家庭内のガスの元栓を全て閉め、マイコンメーターにある復帰ボタンを押し切って約１分お待ちください。（この約１分でご家庭の設備の異常の有無を確認しております。）

ご家庭の設備に異常が無ければ再度ガスのご利用が可能です。

万一、ご心配の方や復帰作業をしてもガスの利用が出来ない場合は、お取引のガス販売店にご連絡いただき、点検を受けてからガスをご利用下さるようお願いします

（６）避難（豪雨災害）の留守宅用チラシ　（作成：高知県エルピーガス協会）　

この度の豪雨被害に心よりお見舞い申し上げます。

お客様へお願いします。

水につかったり、土砂で埋まったＬＰガス設備や器具をお使いになる前には、必ず当店に連絡いただき、点検を受けてからお使いいただくようお願いします。

Ⅳ．参考：県エルピーガス協会と防災拠点事業所との覚書

防災拠点事業所業務に関する覚書

社団法人○○県エルピーガス協会（以下「甲」という。）と、防災拠点事業所○○○（以下「乙」という。）とは、大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲が実施する災害対策の業務について、下記の内容で覚書を締結する。

記

第１条　甲は、甲の会員が実施する災害対策について、要綱を定め周知する。
第２条　乙は、甲が定めた災害対策要綱に記載されている内容に従って、災害時には現地災害対策本部を設置する等、災害対策の拠点として必要な業務を実施し、甲の各会員が実施する災害対策活動を支援する。
【防災拠点事業所の職務】

(1) 現地災害対策本部の設置

(2) 災害対策本部及び会員並びに関係機関との連絡調整

(3) 被害状況及び復旧状況の情報収集・調査

(4) 各種災害対策の立案と実施

(5) 物資の供給と調達

(6) 消費者への相談及び広報

(7) その他防災拠点事業所長が必要と認めた事項

　　
第３条　乙は、前条の内容を実施するために必要な土地、建物、人員を可能な範囲で提供するものとする。その際、発生した費用については、別途協議する。
第４条　甲は、災害対策要綱を変更した場合、その内容を速やかに乙に周知し、乙から要望があった場合には本覚書の継続について協議する。
第５条　この覚書は、締結日から前条の協議が発生しなかった場合、1年間適用する。また、適用期限まで双方から解除の意思表示がない場合、以降1年間自動継続する。
第６条　この覚書の成立を証するため本書２通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各自その１通を保有するものとする。
以上

































































































震度５弱以上



































④消費者への注意の呼びかけ、


緊急措置の実施




















③被害情報（概要）の収集報告、応援要請の判断








②現地災害対策本部の立ち上げ





①職員安全確保、


自社施設火災等発生予防




















































































































都道府県エルピーガス協会の調整・指示により実施する





緊急対策の実施





自動設置・自動配備





地震発生











被害情報等収集　　※被害状況に対応した体制の見直し























避難所等への


ＬＰガス供給
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本格復旧・仮設住宅対応等
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緊急措置


現地災害対策本部設置・被災状況把握


応援要否の判断・要請


自社付近初期点検→ローラー作戦





職員安全確保


津波警報の際は避難


自社施設安全確保





地震直後～初動期





（おおむね３日以内）





応急措置


点検・応急復旧





応急活動期





（おおむね2週間以内）





緊急措置終了後








応援隊の到着







































































































































































当該地域の震度
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